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令和２年７月１３日より自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました！
　本文を手書きして作成する自筆証書遺言は、手軽に作成することができる反面、遺
言者の自宅で保管されていることがほとんどでしたので、遺言者が亡くなるまでの間
に紛失してしまったり、あるいは遺言内容に不満を持つ相続人によって遺言書を廃棄
（捨てる）、隠匿（隠す）、改ざん（書き換える）される恐れがあるため、結果として、
相続をめぐる紛争が生じてしまうリスクがありました。
　このような問題点を解消するため、令和２年７月１３日より、自筆証書遺言を法務
局で保管してもらえる制度（以下、「法務局保管制度」と呼びます。）が開始されました。
法務局で保管することで、紛失・廃棄・隠匿・改ざんが防止できるのはもちろんのこと、
遺言者が亡くなった後、相続人が法務局で遺言書が保管されているかを検索すること
ができるようになり、遺言内容が、より実現され易くなったのではないかと思います。

私たちパートナーズ司法書士法人では、遺言書の作成から法務局保管申請まで、一連の手続きをサポートしてお
ります。遺言書の作成を具体的にお考えの方も、作成しようか迷っている方も、法律専門家がご相談を承ります。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご予約をお待ちしております。

時事ニュース

　もうひとつ大きな変更点として、法務局保管制度を利用した場合には、遺言者が亡くなった後の「検認」の手続き（遺
言書の存在を明確にし、後日の偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所において確認する手続き）が不要になりました。法
務局保管制度を利用しない従来の方法の場合には、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に対して、検認の申立てを行う必
要があるため、遺言者が亡くなってから、遺言書に基づいて不動産の名義変更や預貯金解約などの相続手続を行えるよう
になるまで、数ヶ月の期間がかかってしまいます。この点、法務局保管制度を利用した場合、法務局への遺言書情報証明
書の交付請求は必要になりますが、検認手続が不要となった分、相続手続を速やかに行うことができるようになりました。
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こんな相談ごとがありましたら、お気軽にお問合せください
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こんな相談ごとがありましたら、お気軽にお問合せください
相続手続き
・土地建物の名義変更
・預金の払戻し
・株の名義変更　など

・生前贈与
・土地建物の売買
・抵当権など担保権の抹消

不動産登記

・設立　　　  ・役員変更
・増資／減資  ・本店移転
・合併　　　  ・解散

会社 ・ 法人登記
・成年後見申立書の作成
・任意後見契約のサポート
・死後事務委任契約のサポート

成年後見 / 任意後見

・遺言書の作成
・遺言書の書き直し
・故人の遺言書を見つけた

遺言書
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〒 350-1123
埼玉県川越市脇田本町 29 番地 1
TEL ︓ 049-238-7047
川越駅西口より 徒歩 5 分
本川越駅より 徒歩 10 分

〒 350-1305
埼玉県狭山市入間川 1 丁目 20 番 16 号
TEL ︓ 04-2954-2106
狭山市駅西口より 徒歩 5 分
狭山市役所うら 徒歩 30 秒
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おひつじ座　AB型
中学時代はサッカー部に所属
青山学院大学経済学部卒業後、一般企業に入社、
平成 28 年に司法書士資格取得

平成 28 年 11 月～　パートナーズに勤務

Ｑ．司法書士を目指したきっかけは？
３０歳を過ぎたときに、このまま前職を続けるか、他の仕事に転職するのかを検討した
結果、何か資格を取得しようと決めました。様々な資格の中から司法書士を目指すこと
に決めたのは、親からの薦めがあったからです。それまでは法律に全く縁がなかったの
ですが、新しいことを学ぶことは楽しく、目指してから２年（３回目の試験）で合格す
ることができました。

Ｑ．仕事をする上で心がけていることは何ですか？
私が常に心掛けていることは、「わかりやすい説明」を行うことです。
関係する法律や登記の手続きなどをご説明する際には、身近な物事に例えたり、図に表
してみたりして、ご依頼者様にわかりやすかったと言っていただけるように努めており
ます。法律の専門家に相談することが始めての方も、安心してご相談ください。

狭山事務所
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Ｑ．趣味はなんですか？
包丁を使わない料理です。普段は料理をしない（できない）のですが、テレビな
どで簡単そうなレシピを覚えたら、挑戦してみます。最近では「卵黄の味噌漬け」
や「燻製」に挑戦してみました。
燻製はホタテ、鮭、チーズのほか、タラコやハムなど徐々にレパートリーを増や
していっているところです。そのうち卵や牡蠣にも挑戦してみたいですね。

司法書士・行政書士
わき ひろき
脇　 博 喜

卵黄の味噌漬け

司法書士5名、スタッフ11名（2020年 3月末時点）　司法書士5名、スタッフ11名（2020年 3月末時点）　


